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さいたま市の実施機関における個人情報保護法に基づく 

処分に係る審査基準 

令和 5年 4月 1日制定 

 

 

 本市における、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。）に基づく保有

個人情報開示請求、保有個人情報訂正請求及び保有個人情報利用停止請求に対する処分に

係る行政手続法（平成５年法律第８８号）第５条の規定による審査基準は、以下のとおり

とする。 

 

 

凡例 

「個人情報保護法」    

…個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

 

「個人情報保護法施行令」 

…個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０７号） 

 

「個人情報保護法施行条例」 

…さいたま市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年さいたま市条例第４２

号） 
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１ 保有個人情報開示請求 

１－１ 開示請求権 
法令等の規定 

個人情報保護法第７６条 

１ 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機関の

長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求する

ことができる。 

２ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下こ

の節において「代理人」と総称する。）は、本人に代わって前項の規定による開示の請

求（以下この節及び第１２７条において「開示請求」という。）をすることができる。 

 

１ 開示請求の主体 

 国民のみならず外国人も含む全ての自然人は、自己を本人とする保有個人情報の開示請

求を行うことができる。また、未成年者（年齢が満１８歳に達していない者）若しくは成

年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人（以下「任意代理人」という。）によ

る請求も認められている。 

 

２ 開示請求の対象となる保有個人情報 

 開示請求の対象となる情報は、「自己を本人とする保有個人情報」とされている。また、

「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び

電磁的記録であって、当該行政機関等の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関

等が保有しているもの（さいたま市情報公開条例第２条に規定する「行政情報」の定義と

同一）に記録されている個人情報をいう。 

 

３ 死者に関する保有個人情報 

 死者に関する情報については、当該情報が同時に遺族等の生存する個人に関する情報で

あって、当該生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個人にとっ

て「自己を本人とする保有個人情報」に該当し、当該生存する個人による開示請求の対象

となる。 

※ 当該生存する個人を識別することができる場合に限りとは 

請求可能な場合：請求対象となる死者に関する保有個人情報に、請求者である遺族の氏

名等が記載されている場合 

請求不可の場合：請求対象となる死者に関する保有個人情報に、死者の氏名等の情報の

みが記載され、請求者である遺族の氏名等が記載されていない場合 
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１－２－１ 開示請求の手続（開示請求書の記載事項） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７７条第１項 

１ 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「開示請求書」とい

う。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

⑴ 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

⑵ 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請

求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 

 

個人情報保護法施行令第２３条 

開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法（文書又は図画に

記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が

定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第８７条第

１項の規定により行政機関等が定める方法をいう。以下同じ。）について、次に掲げる事

項を記載することができる。 

⑴ 求める開示の実施の方法 

⑵ 事務所における開示（保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の

方法（以下単に「写しの送付の方法」という。）及び電子情報処理組織（行政機関等

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この号において同じ。）と開示を

受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう。次条第１項第４号において同じ。）を使用して開示を実施する方法以外の方法

による保有個人情個人情報の保護に関する法律についての保有個人情報の開示をい

う。以下同じ。）の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望

する日 

⑶ 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、そ

の旨 

 

個人情報保護法施行条例第７条 

 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記

載することができる。 

 

 

１ 開示請求書の記載事項 

 開示請求者は、次の事項を開示請求書に記載しなければならない。 

 

① 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所（法第７７条第１項第１号） 

※ 郵便番号及び電話番号（施行条例第７条）は必須事項ではない。 

② 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求

に係る保有個人情報を特定するに足りる事項（法第７７条第１項第２号） 
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③ 開示請求をする者が法定代理人又は本人の委任による代理人の場合には、本人の氏

名、本人の住所又は居所及び本人との関係（施行条例第７条） 

 

特に②については、当該記載の内容から開示請求者の求める保有個人情報を特定するこ

とができる程度の具体性があることが必要となる。保有個人情報の名称又は内容を具体的

に記載することが理想的であるが、これらの特定が困難な場合には、個人情報取扱事務の

名称やファイル基準表の個別フォルダー名の引用や、これに更に限定を加える等により、

対象となる保有個人情報が具体的に特定されるよう努めることが重要となる。 

例えば、開示請求書の記載が、「○○課が保有する私に関する全ての保有個人情報」とな

っているような場合には、一般的に当該記載から開示請求者が求める保有個人情報を具体

的に特定することができないことから、開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる

事項が記載されているとは言い難い。 

このため、このような場合は、開示請求者は実施機関の求めに応じて補正を行うことに

なる。なお、開示請求者が補正の求めに応じない場合には、実施機関は不開示決定を行う

ことになる。 

 

３ 開示の実施方法及び希望日時（任意記載事項） 

 開示請求者は、開示の実施方法（閲覧、視聴、写しの交付及び郵送希望の有無）並びに

開示の希望日を開示請求書に記載することができる。（施行条例第７条） 
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１－２－２ 開示請求の手続（本人確認） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７７条第２項 

２ 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求

に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあっては、

開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は

提出しなければならない。 

 

個人情報保護法施行令第２２条 

１ 開示請求をする者は、行政機関の長等（法第１２６条の規定により委任を受けた職

員があるときは、当該職員。以下この条及び第２５条第１項において同じ。）に対し、

次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。 

⑴ 開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の

氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政

手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第７項

に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９

号）第１９条の３に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍

を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成３年法律第７１号）第７条第１

項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付

された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りる

もの 

⑵ 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができな

い場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機

関の長等が適当と認める書類 

２ 開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする

者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足り

る。 

⑴ 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの 

⑵ その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人である

ことを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をす

る日前３０日以内に作成されたもの 

３ 法第７６条第２項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、

戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類（開示請求をする日前３０日以内に

作成されたものに限る。）を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。 

４ 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にそ

の資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長

等（法第８５条第１項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政

機関の長等）に届け出なければならない。 

５ 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみ
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なす。 

 

１ 本人による開示請求の場合の本人確認書類 

 本人による開示請求の場合の本人確認書類は、運転免許証、健康保険の被保険者証、個

人番号カード（マイナンバーカード）等の国又は地方公共団体が法律又はこれに基づく命

令の規定により交付された書類であって、開示請求書に記載されている開示請求をする者

の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されているものとなる。 

 

２ 開示請求書を郵送する場合の本人確認書類 

 開示請求書を郵送する場合の本人確認書類は、下記①及び②の書類となる。 

① １の本人確認書類を複写機でコピーしたもの 

② 住民票の写し（開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限る） 

 

３ 法定代理人による開示請求の場合の本人確認書類 

 法定代理人による開示請求の場合の本人確認書類は、当該法定代理人本人に係る１の本

人確認書類（郵送による請求の場合は２の書類）に加えて、法定代理人の資格を証明する

戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書等となる。な

お、いずれの書類も開示請求をする日前３０日以内に作成されたものに限る。 

 また、これらの書類をコピーしたものは認められない。 

 

※ 未成年者の法定代理人による開示請求の場合は、戸籍謄本等により本人の年齢が１８

歳未満であることを確認する必要がある。 

 

４ 任意代理人による開示請求の場合の本人確認書類 

 任意代理人による開示請求の場合の本人確認書類は、当該任意代理人本人に係る１の本

人確認書類（郵送による請求の場合は２の書類）に加えて、任意代理人の資格を証明する

委任状となる。 

また、委任状の真正性を確認するために、委任者本人の本人確認書類のコピーの添付を

求める。なお、この措置については、法令上の義務ではなく、委任状の真正性の確認のた

めの運用上の措置であることに留意する必要がある。そのため、開示請求者から当該書類

のコピーの添付を拒否された場合は、別の方法により委任状の真正性の確認を行うことと

する。（対応例：本人への電話確認により委任の意思を直接確認する。） 
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１－２－３ 開示請求の手続（開示請求書の補正） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７７条第３項 

３ 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求を

した者（以下この節において「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者

に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

 

１ 開示請求書の補正 

 開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者に対し、相当の期

間を定めて、その補正を求めることができる。 

 

２ 相当の期間 

 「相当の期間」とは、行政手続法（平成５年法律第８８号）第７条に規定する「相当の

期間」と同義であり、当該補正をするのに社会通念上必要とされる期間を意味し、個別の

事案に即して実施機関が判断する。 

 

３ 補正の方法 

 補正については、開示請求者に対して、窓口への来所による開示請求書の修正又は開示

請求書の記載を修正する旨の書面の提出を求め、開示請求者本人が開示請求書の記載を修

正する。 

なお、明らかな誤字・脱字など不備が軽微な場合や、開示請求者本人に開示請求書の記

載の修正を求めることが困難な場合等には、開示請求者の了解を得た上で、窓口又は担当

課等の担当者が本人に代わって記載を修正することも可能である。この場合には、修正し

た開示請求書の写しを開示請求者に送付し確認を求めるなどの方法により、事後のトラブ

ルが生じないように十分配慮する必要がある。 

 

４ 補正の参考となる情報の提供 

開示請求者に対して補正を求める際は、保有個人情報の特定に資する情報の提供を積極

的に行うことが必要となる。また、特定不十分として不開示決定を行うということは、開

示請求者に対して十分な情報提供を行ったにもかかわらず、開示請求者が補正の求めに応

じなかった場合など、開示請求者側に特別の事情がなければ生じないものであるというこ

とに留意する必要がある。 
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１－３－１ 保有個人情報の開示義務 
法令等の規定 

個人情報保護法第７８条第１項 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑴～⑺ [略] 

 

１ 開示義務 

開示請求に係る保有個人情報が存在する場合には、当該保有個人情報について、個人情

報保護法第７８条第１項に規定する不開示情報に該当するかどうか審査し、「保有個人情報

の全部又は一部を開示する」（個人情報保護法第８２条第１項）か「保有個人情報の全部を

開示しない」（同条第２項）かの判断を行わなければならない。 

 

２ 開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合等の取扱い 

開示請求に係る保有個人情報が、保有個人情報に該当しない場合、文書保存期間満了に

より廃棄処分しており保有していない場合、開示請求の対象外となっている場合等には、

開示請求者にその旨を教示するなど適切に対応する必要がある。 

しかしながら、開示請求は、あくまで開示請求者の意思により行われるものであるため、

以上のような開示できない場合であっても、開示請求が行われることが有り得る。その場

合には、不開示の理由を示して不開示決定を行うこととなる。 

また、開示請求に係る保有個人情報が特定されていない場合等の事由により、開示請求

者に補正を求めたが、開示請求者がこれに応じなかった場合には、開示請求書に形式上の

不備があるものとして、不開示決定を行うこととなる。 
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１－３－２ 不開示情報（個人に関する情報） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７８条第１項第１号及び第２号 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑴ 開示請求者（第７６条第２項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をす

る場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第３号、次条第２項並びに第８６条第

１項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

⑵ 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を

除く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請

求者以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することによ

り、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）

若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を

害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ること

が予定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認

められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則法第２条第４項に規定する行政執行法

人の職員を除く。）、独立行政法人等の職員、地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

 

個人情報保護法施行条例第５条 

 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示することとされ

ている情報として条例で定めるものは、さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま

市条例第１７号）第７条第２号ウに掲げる情報（公務員等の氏名に係るものに限り、法

第７８条第１項各号（第２号を除く。）に該当するものを除く。）とする。 

 

 

１ 本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報として不開示となる情報

（第１号） 

 開示請求制度は、本人に対して当該本人に関する保有個人情報を開示するものであり、

通例は本人の権利利益を害するおそれはないものと考えられる。 

しかし、開示が必ずしも本人の利益にならない場合もあり得ることから、そのような場
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合に当たる情報は、不開示情報となる。 

【具体例】 

例１）患者の精神状態、病状の進行状態等から、開示することで病状等の悪化をもたら

すことが予見される場合における患者の病状に関する情報 

例２）児童虐待の告発等の児童本人に関する情報を親が法定代理人として開示請求する

場合において、開示することで児童虐待の悪化等をもたらすことが予見される場

合における当該告発等の情報 

 

２ 開示請求者以外の個人に関する情報として不開示となる情報（第２号） 

 開示請求に係る保有個人情報の中に、開示請求の対象となる保有個人情報に係る本人以

外の個人（第三者）に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）が含

まれている場合があるが、第三者に関する情報を本人に開示することにより、当該第三者

の権利利益が損なわれるおそれがあるものは、不開示情報となる。 

具体的には、以下に該当するものは不開示情報となる。 

① 氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別すること

ができる情報（他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別

することができることとなるものを含む。）若しくは個人識別符号が含まれるもの 

② 開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、な

お開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの 

【具体例】 

例１）匿名の作文や、無記名の個人の著作物のように、個人の人格と密接に関連する 

もの 

例２）開示すれば財産権その他の個人の権利利益を害するおそれがあると認められる

もの 

 

３ 開示請求者以外の個人に関する情報のうち不開示情報から除かれるもの 

 以下の情報は、上記２の開示請求者以外の個人に関する情報として不開示となる情報か

ら除かれている。 

① 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報（第２号イ） 

② 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報（第２号ロ） 

③ 公務員等の職及び職務の遂行に係る情報（第２号ハ） 

④ 公務員等の氏名に係る情報（施行条例第５条） 

 

４ 情報公開条例との関係 

 本号の規定は、情報公開条例第７条第２号（個人に関する情報）の規定と同義である。 
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１－３－３ 不開示情報（法人等に関する情報） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７８条第１項第３号 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑶ 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法人等」という。）に関する情報又は開示請求者以外の事

業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情

報を除く。 

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当

な利益を害するおそれがあるもの 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであ

って、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその

他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的で

あると認められるもの 

 

１ 法人等に関する情報として不開示となる情報 

 法人その他の団体（※1）に関する情報（※2）又は開示請求者以外の事業を営む個人の

当該事業に関する情報であって、次の①又は②に該当するものは、不開示情報となる。 

 

※1  株式会社等の会社法上の会社、個別法にそれぞれ根拠を持つ一般財団法人、一般社

団法人、学校法人、宗教法人等の民間の法人のほか、政治団体、外国法人や法人では

ないが権利能力なき社団等も含まれるとされている。なお、国、独立行政法人等、地

方公共団体及び地方独立行政法人は含まれない。 

※2  法人等の組織や事業に関する情報のほか、法人等の権利利益に関する情報等法人等

に関する情報 

 

 ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると

認められる情報である場合には、不開示情報とはならない。 

 

① 開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利（※1）、競争上の

地位（※2）その他正当な利益（※3）を害するおそれ（※4）があるもの 

 

※1  信教の自由、集会・結社の自由、学問の自由、財産権等、法的保護に値する権利一

切を含む。 

※2  法人等又は事業を営む個人の公正な競争関係における地位を指す。 

※3  ノウハウ、信用等法人等又は事業を営む個人の運営上の地位を広く含む。 
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※4  「害するおそれ」があるかどうかの判断に当たっては、法人等又は事業を営む個

人には様々な種類、性格のものがあり、その権利利益にも様々のものがあるので、

当該法人等又は事業を営む個人の性格や権利利益の内容、性質等に応じ、当該法人

等又は事業を営む個人の権利の保護の必要性、当該法人等又は事業を営む個人と行

政との関係等を十分考慮して適切に判断することが求められる。なお、この「おそ

れ」の判断に当たっては、法的保護に値する蓋然性が求められる。 

 

 

② 行政機関等の要請（※1）を受けて（※2）、開示しない（※3）との条件で任意に提供

されたものであって、法人等又は事業を営む個人における通例（※4）として開示し

ないこととされているものその他の当該条件を付すること（※5）が当該情報の性質、

当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 

 

※1  法令に基づく報告又は提出の命令は含まないが、行政機関の長等が報告徴収権限

を有する場合でも、当該権限を行使することなく、任意に提出を求めた場合は含ま

れる。 

※2  行政機関等の要請を受けずに、法人等又は事業を営む個人から提供の申出があっ

た情報であっても、提供に先立ち、法人等又は事業を営む個人の側から開示しない

との条件が提示され、行政機関等において合理的理由があるとしてこれを受諾した

上で提供を受けた場合には、これに含まれる。 

※3  個人情報保護法や情報公開条例に基づく開示請求に対して開示しないことはもち

ろんであるが、第三者に対して提供しないという意味である。また、特定の行政目

的以外の目的には利用しないとの条件で情報の提供を受ける場合も通常含まれる。 

※4  法人等又は個人の個別具体的な事情ではなく、当該法人等又は個人が属する業界

における通常の取扱いを意味し、当該法人等又は個人において開示しないこととし

ていることだけでは足りない。 

※5  開示しないとの条件を付すことの合理性の判断に当たっては、提供された情報の

性質に応じ、当該情報の提供当時の諸般の事情を考慮して判断するが、必要に応じ、

その後の事情の変化も考慮する。開示しないとの条件が付されていても、現に当該

情報が公になっていたり、同種の情報が既に開示されているなどの事情がある場合

には、これに当たらない。 

 

 

２ 情報公開条例との関係 

本号の規定は、情報公開条例第７条第３号（法人等に関する情報）の規定と同義である。 
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１－３－４ 不開示情報（国の安全等に関する情報） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７８条第１項第４号 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑷ 行政機関の長が第８２各項の決定（以下この節において「開示決定等」という。）

をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しく

は国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上

不利益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由があ

る情報 

 

１ 国の安全等に関する情報として不開示となる情報 

 行政機関の長が、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際

機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被る

おそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報は、不開示情

報となる。なお、本号の不開示情報は、独立行政法人等、地方公共団体の機関及び地方独

立行政法人が開示決定等をする場合には適用されないが、別途、法第７８条第１項第７号

イが適用される。 

 

２ 情報公開条例との関係 

本号は本市も含めて地方公共団体の機関が開示決定等をする場合には適用されないこと

から、情報公開条例に該当する規定はない。 
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１－３－５ 不開示情報（公共の安全等に関する情報） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７８条第１項第５号 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑸ 行政機関の長又は地方公共団体の機関（都道府県の機関に限る。）が開示決定等を

する場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、

刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政

機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

 

１ 公共の安全等に関する情報として不開示となる情報 

 行政機関の長又は地方公共団体のうち都道府県の機関が、開示することにより、犯罪の

予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及

ぼすおそれがあると当該行政機関の長又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の

理由がある情報は、不開示情報となる。 

なお、本号の不開示情報は、独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を

除く。）及び地方独立行政法人が開示決定等をする場合には適用されませんが、別途、法第

７８条第１項第７号ロが適用される。 

 

２ 情報公開条例との関係 

本号は本市も含めて地方公共団体の機関が開示決定等をする場合には適用されないこと

から、情報公開条例に該当する規定はない。 
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１－３－６ 不開示情報（審議、検討等に関する情報） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７８条第１項第６号 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑹ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互

間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの 

 

１ 審議等に関する情報として不開示となる情報 

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間にお

ける審議、検討又は協議（以下「審議等」という。）に関する情報であって、開示すること

により、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に

国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及

ぼすおそれがある情報は、不開示情報となる。 

 

２ 不開示情報該当性の判断の時期と審議等に関する情報への該当性の関係 

審議、検討等に関する情報については、一般的に行政機関等としての意思決定が行われ

た後で、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから、本号の不開示情報

に該当する場合は少なくなるものと考えられる。 

しかし、当該意思決定が全体として一つの政策決定の一部の構成要素であったり、当該

意思決定を前提として次の意思決定が行われる等、審議等の過程が重層的、連続的な場合

には、当該意思決定後であっても、政策全体の意思決定又は次の意思決定に関して本号に

該当するかどうかの検討が必要となる。 

また、審議等が終了し、意思決定が行われた後であっても、当該審議等に関する情報が

開示されると、国民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同種の審議等に係る

意思決定に不当な影響を与えるおそれがあれば、本号に該当し得る。 

 

３ 情報公開条例との関係 

本号の規定は、情報公開条例第７条第４号（審議、検討又は協議に関する情報）の規定

と同義である。 
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１－３－７ 不開示情報（事務又は事業に関する情報） 
法令等の規定 

個人情報保護法第７８条第１項第７号 

１ 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の

各号に掲げる情報（以下この節において「不開示情報」という。）のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

⑺ 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は

事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事

務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある

もの 

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をす

る場合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係

が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を除く。）又は地方独立

行政法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確

な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若し

くはその発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 

１ 事務又は事業に関する情報として不開示となる情報 

 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に

関する情報であって、開示することにより、個人情報保護法第７８条第１項第７号イから

トまでに掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるものとして①から⑦までに示す情報は、不開示情報となる。 

 同号イからトまでは例示的に規定されているものであり、これらのおそれ以外について

は、「その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすお

それがあるもの」として判断する。 

 

① 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場

合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 
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② 独立行政法人等、地方公共団体の機関（都道府県の機関を除く。）又は地方独立行政

法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

③ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事

実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

④ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方

独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

⑤ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

⑥ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

⑦ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 

＜その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れに該当し得る例＞ 

 例）同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、ある個別の事務又は

事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるもの 

 

２ 情報公開条例との関係 

本号の規定（本号ロを除く）は、情報公開条例第７条第５号（事務事業執行情報）の規

定と同義である。また、本号ロの規定は、情報公開条例第７条第７号（公共の安全と秩序

の維持に関する情報）の規定と同義である。 

なお、情報公開条例第７条第６号（国等との協力関係情報）の規定に該当する情報は、

本号に該当する。 

  



18 

 

１－４ 部分開示 
法令等の規定 

個人情報保護法第７９条 

１ 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合

において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開

示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る保有個人情報に前条第１項第２号の情報（開示請求者以外の特定の

個人を識別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報の

うち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができる

こととなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求

者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除

いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

 

１ 部分開示の義務 

 開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、次の場合に

は部分開示をしなければならない。 

 

① 不開示情報に該当する部分を他の部分から容易に区分して除くことができる場合 

不開示情報に該当する部分を他の部分から容易に区分して除くことができる場合に

は、当該不開示情報部分を除いて開示しなければならない。なお、不開示情報の区分が

困難であるか又は区分は容易であるが分離が困難である場合には、「容易に区分して除

くことができるとき」に当たらないため、不開示とすることになる。 

 

② 開示請求に係る保有個人情報に個人情報保護法第７８条第１項第２号の情報（開示

請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。）が含まれている場合

において、当該情報のうち開示請求者以外の特定の個人を識別することができる記

述等及び個人識別符号の部分を除くことで、開示しても、開示請求者以外の個人の権

利利益が侵害されるおそれがないと認められる場合 

開示請求に係る保有個人情報に法第７８条第１項第２号の情報（開示請求者以外の

特定の個人を識別することができるものに限る。）が含まれている場合において、当該

情報のうち開示請求者以外の特定の個人を識別することができる記述等及び個人識別

符号の部分を除くことで、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が侵害される

おそれがないと認められる場合には、当該部分を除いて開示しなければならない。 
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１－５ 裁量的開示 
法令等の規定 

個人情報保護法第８０条 

 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合で

あっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者

に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 

 

１ 裁量的開示について 

個人情報保護法第７８条の不開示情報該当性を判断する際には、当該開示請求を拒否す

ることにより保護される利益と、開示することにより得られる利益とを比較衡量すること

になる。裁量的開示は、市として不開示情報に該当すると総合的に判断した場合であって

も、このような比較衡量の結果、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認める

場合には、高度な行政的判断により開示することができるとするものである。 
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１－６ 保有個人情報の存否に関する情報 
法令等の規定 

個人情報保護法第８１条 

 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだ

けで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人情報

の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

 

１ 存否応答拒否について 

保有個人情報の存在の有無について、保有個人情報が「ある」又は「ない」と回答する

だけで、不開示情報を開示することとなると判断される場合には、当該保有個人情報の存

否を明らかにしないで不開示決定を行うことができる。 

 なお、次のような例が考えられる。 

例① 捜査機関からの本人に関する照会に関する情報（第７８条第１項第７号 事務又

は事業に関する情報に該当） 

例② 本人の特定の疾病記録に関する情報（第７８条第１項第７号 事務又は事業に関

する情報に該当） 

例③ 法定代理人による虐待から避難している本人の居所、通学校等が記録された情報  

（第７８条第１項第１号 個人に関する情報に該当） 

 

２ 不開示決定について 

 保有個人情報の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する決定は、申請に対する処分

であることから、行政手続法第８条に基づき、処分の理由を示す必要がある。提示すべき

理由の程度としては、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得るものであることが必要

であると考えられる。 

また、個別具体的な理由提示の程度については、当該保有個人情報の性質、内容、開示

請求者の記録内容等を踏まえ、請求のあった保有個人情報の存否を答えることにより、ど

のような不開示情報を開示することになるのかをできる限り具体的に提示することになる。 

 また、存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の保有個人情報については、

常に存否を明らかにしないで拒否することが必要である。例えば、保有個人情報が存在し

ない場合に不存在と答えて、保有個人情報が存在する場合にのみ存否を明らかにしないで

拒否したのでは、開示請求者に当該保有個人情報の存在を類推させることになる。 
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１－７－１ 開示請求に対する措置（開示又は一部開示決定） 

法令等の規定 

個人情報保護法第８２条第１項 

 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、

その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び

開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第

６２条第２号又は第３号に該当する場合における当該利用目的については、この限りで

ない。 

 

個人情報保護法施行令第２４条 

１ 法第８２条第１項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

⑴ 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法 

⑵ 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所にお

ける開示の実施を求める場合にあっては、法第８７条第３項の規定による申出をす

る際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所におけ

る開示の実施を希望する日を選択すべき旨 

⑶ 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要す

る日数及び送付に要する費用 

⑷ 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に

要する日数その他当該開示の実施に必要な事項（行政機関等が電子情 報処理組織を

使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。） 

２ 開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第８２条第１ 

項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める事項とする。 

⑴ 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施する

ことができる場合 事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所

における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場

合に限る。 その旨及び前項各号に掲げる事項 

⑵ 前号に掲げる場合以外の場合 その旨及び前項各号に掲げる事項 

 

１ 開示決定通知書又は一部開示決定通知書について 

開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示することを決定したときは、速やか

に、開示請求者に対して、その旨及び開示する保有個人情報の利用目的を書面により通知

する。なお、通知書の様式はさいたま市個人情報の保護に関する法律施行細則（以下「細

則」という。）に規定されている次の様式を用いて行う。 

 

① 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示するとき 

⇒「保有個人情報開示決定通知書」（細則様式第２号） 

② 開示請求に係る保有個人情報の一部を開示するとき 
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⇒「保有個人情報一部開示決定通知書」（細則様式第３号） 

 

２ 開示する保有個人情報の利用目的について 

 開示することとした保有個人情報が、市においてどのような目的で利用されているかに

ついて、開示請求者が分かるように、個人情報保護法施行条例第３条の規定に基づいて届

出されている個人情報取扱事務の「事務の目的及び概要」欄から転記又は抜粋して記載す

る。 

 なお、当該保有個人情報を取り扱う事務が個人情報取扱事務の届出要件に当てはまらな

い等の理由により、個人情報取扱事務の届出がされていない場合は、当該保有個人情報の

内容に応じて、利用目的を具体的に記載することとする。 

 

３ 不開示とした部分及び不開示理由について（一部開示決定のみ） 

 開示請求に係る保有個人情報の一部について開示することを決定したときには、どの部

分を不開示としたか記載するとともに、当該部分を不開示とした理由について記載する。 

 また、不開示理由については、不開示とした部分ごとに、該当する不開示事由の全てに

ついて記載する必要がある。 
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１－７－２ 開示請求に対する措置（不開示決定） 
法令等の規定 

個人情報保護法第８２条第２項 

 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき（前条の規

定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していない

ときを含む。）は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により

通知しなければならない。 

 

１ 不開示決定通知書について 

 開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないことを決定したときは、速やかに、開

示請求者に対して、その旨を書面により通知する。なお、通知書の様式は細則に規定され

ている、「保有個人情報不開示決定通知書」（細則様式第４号）を用いて行う。 

 

２ 不開示理由の記載について 

 開示請求に係る保有個人情報について全部を開示しないこととした場合の理由の提示は、

行政機関等における当該処分の公正・公平の確保という観点に加え、当該決定を受けた開

示請求者が、当該決定を不服として審査請求又は取消訴訟の提起により救済を求めたり、

あるいは開示請求の内容を変更して再度開示請求を行うなどの対応を採る場合にその便宜

を図るものでもあることから、該当する不開示理由は全て提示する。 

 

３ 不開示理由の記載方法 

 不開示理由は、行政手続法第８条の規定に基づき、開示請求者が明確に認識することが

できるよう、不開示情報を規定する個人情報保護法第７８条のどの規定に該当するかだけ

でなく、開示請求に係る審査基準の内容といった不開示と判断する要件、該当する事実に

ついて、不開示情報を開示しない程度に可能な限り具体的に記載する必要がある。 

 

(1) 不開示情報に該当する場合 

開示請求に係る保有個人情報に含まれているどの情報が不開示情報に該当し、これ

らを開示するとどのような支障等があり、個人情報保護法第７８条のどの規定に該当

するかを記載する。 

 

(2) 不存在の場合 

開示請求に係る保有個人情報が存在しない理由（○年○月○日に保存期間が満了し

たので廃棄等）を具体的に記載する。 

 

(3) 開示請求書に形式上の不備がある場合 

形式的要件（必要的記載事項の記載、保有個人情報の特定等）として求められる要件

のうち、どの要件を満たしていないかを明確に記載する。 

 



24 

 

(4) 存否応答拒否をする場合 

存否応答拒否をする場合においても、不開示情報が明らかにならない範囲で、個人情

報保護法第８１条の条項を示す以外に、存否そのものを答えられない理由、存否を答え

た場合に個人情報保護法第７８条に規定するどの不開示情報を開示することになるか

について示す必要がある。 

なお、存否応答拒否をする場合には、以後の同様の開示請求に対しても、同じ対応を

行う必要があることに留意する。 
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２ 保有個人情報訂正請求 

２－１ 訂正請求権 
法令等の規定 

個人情報保護法第９０条 

１ 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第９８条第１項

において同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところによ

り、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正（追

加又は削除を含む。以下この節において同じ。）を請求することができる。ただし、当

該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められていると

きは、この限りでない。 

⑴ 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

⑵ 開示決定に係る保有個人情報であって、第８８条第１項の他の法令の規定により

開示を受けたもの 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求（以下この節及び第１２７

条において「訂正請求」という。）をすることができる。 

３ 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければならない。 

 

１ 訂正請求の主体 

 何人も、自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、当該保

有個人情報の訂正請求を行うことができる。（個人情報保護法第９０条第１項）。 

また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人による請求も認めら

れている（個人情報保護法第９０条第２項）。 

 

２ 訂正請求の対象となる保有個人情報 

 訂正請求の対象となる情報は、個人情報保護法の規定による開示決定に基づき開示を受

けた保有個人情報又は個人情報保護法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって

他の法令の規定により開示を受けたものである。なお、このことを「開示請求前置主義」

という。 

 

３ 訂正請求の期限 

 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に行わなければならない。

（個人情報保護法第９０条第３項） 
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２－２－１ 訂正請求の手続（訂正請求書の記載事項） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９１条第１項 

１ 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第三項において「訂正請求書」とい

う。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

⑴ 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

⑵ 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定す

るに足りる事項 

⑶ 訂正請求の趣旨及び理由 

 

個人情報保護法施行条例第１１条 

 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項を記

載することができる。 

 

１ 訂正請求書の記載事項 

 訂正請求者は、次の事項を訂正請求書に記載しなければならない。 

 

① 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所（法第９１条第１項第１号） 

※郵便番号及び電話番号（施行条例第１１条）は必須事項ではない。 

② 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項（法第９０条第１項第２号） 

③ 訂正請求の趣旨及び理由（法第９０条第１項第３号） 

④ 訂正請求をする者が法定代理人又は本人の委任による代理人の場合には、本人の氏

名、本人の住所又は居所及び本人との関係（施行条例第１１条） 

 

２ 訂正請求書の内容確認 

 訂正請求書の主な内容確認事項は、次のとおりである。 

 

(1) 個人情報保護法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は個人

情報保護法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定によ

り開示を受けたものの訂正請求であるかどうか。 

訂正請求者が訂正を求める保有個人情報について、 

① 個人情報保護法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報、 

② 個人情報保護法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の

規定により開示を受けたもの 

のいずれかに該当するものであるか否かについて、訂正請求書に記載されている「訂

正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」（個人情報保護法第９１条第１項第２号）

等を基に確認する。訂正請求者が開示を受けた日を失念しているために当該記載がな

い場合には、訂正請求書の「保有個人情報を特定するに足りる事項」の記載等に基づき、
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開示を受けた保有個人情報かどうかを確認する。 

 

個人情報保護法の規定による開示決定に基づく開示を受けずに、何らかの方法によ

り入手した情報について直接、訂正請求が行われることも考えられるが、この場合に

は、まず、個人情報保護法の規定による開示決定を受ける必要があること及び個人情報

保護法の規定による開示請求手続等について教示するなど適切な情報提供を行う。 

なお、開示請求手続を経ることなく行われた訂正請求については、個人情報保護法第

９３条第２項の規定に基づき訂正しない旨の決定を行う。 

 

(2) 保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内の訂正請求であるかどうか。 

訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内に行うことを要す。（個

人情報保護法第９０条第３項）。このため、訂正請求書に記載されている「保有個人情

報の開示を受けた日」を基に保有個人情報の開示を受けた日を確認する。訂正請求者が

開示を受けた日を失念しているため当該記載がない場合には、訂正請求書の「保有個人

情報を特定するに足りる事項」の記載等に基づき、実施機関において当該開示の実施日

と期間が９０日以内となっているかどうかについて確認する。 

 

期間の計算は、開示決定等の場合と同様に、「保有個人情報の開示を受けた日」の翌

日から起算して９０日以内に、訂正請求書を投函等すれば足りる。「開示を受けた日」

とは、区役所情報公開コーナー等における開示の場合には当該実施日、写しの送付の方

法による場合には開示請求者に写しが郵送された日を指す。 

 

請求ができる期間を過ぎてしまっている場合には、訂正請求をしようとする者に対

して、再度開示請求を行う必要がある旨を教示する。再度の開示請求手続を経ることな

く行われた訂正請求については、個人情報保護法第９３条第２項の規定に基づき訂正

しない旨の決定を行う。 

 

(3) 保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定に基づく特別の手続がないかどうか。 

訂正請求者が求める保有個人情報の訂正に関して、他の法令の規定に基づく特別の

手続がある場合には、他の法令の規定に基づく手続が優先される。（個人情報保護法第

９０条第１項ただし書）。 

この場合には、訂正請求者に対して他の法令の規定に基づく訂正手続について教示

するなど情報提供を行う。 

 

(4) 訂正請求を求める保有個人情報の特定が十分であるかどうか。 

訂正請求の対象は、個人情報保護法に基づき開示を受けた保有個人情報であること

から、訂正請求書に「保有個人情報の開示を受けた日」が記載されている場合には、実

施機関が保有する関係書類等と照合することにより保有個人情報を特定することが可

能である。 

訂正請求者が開示を受けた日を失念している場合には、訂正を求める保有個人情報
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の名称又は内容のほか、保有個人情報の開示を受けたおおよその時期等により請求対

象となる保有個人情報の特定を行うこととなるが、これらの記載がない場合は、実施機

関は請求者に対して補正を求める。 

実施機関において、訂正請求者が訂正を求める保有個人情報を特定することができ

る場合であっても、それが個人情報保護法の規定による開示決定を受けたものでない

場合には、訂正請求の対象とはならない。 

 

(5) 訂正請求の趣旨及び理由が明確であるかどうか。 

訂正請求の趣旨の記載については、「○○を△△に訂正せよ。」、「○○を削除せよ。」

などのように、開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分について、どのような内容

の訂正（追加又は削除を含む。）を求めるのかが明確となっているか確認する。単に、

「○○を訂正せよ。」という記載では、訂正の具体的な内容が明確でないことから、補

正を求める必要がある。 

訂正請求の理由の記載については、当該訂正請求を受けた実施機関が事実確認のた

めの調査等を行う際に重要な判断材料となり得ると考えられることから、明確かつ具

体的であることが必要となる。 

これらの記載が不十分な場合、実施機関は請求者に対して補正を求める。 

なお、訂正請求は、保有個人情報の「内容が事実でないと思料する」場合に行われる

ものであることから、事実ではなく評価や判断の内容については、訂正請求の対象外と

なる。 
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２－２－２ 訂正請求の手続（本人確認） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９１条第２項 

２ 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求

に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による訂正請求にあっては、

訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は

提出しなければならない。 

 

個人情報保護法施行令第２９条 

第２２条（第４項及び第５項を除く。）の規定は、訂正請求及び利用停止請求における

本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第３項中「第７６条第２項」

とあるのは、訂正請求については「第９０条第２項」と、利用停止請求については「第９

８条第２項」と読み替えるものとする。 

 

１ 本人確認方法 

 開示請求の場合と同様に、訂正請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人若し

くは任意代理人であること及び代理にとしての資格を有することを確認する。 

本人確認方法の詳細は、「１－２－２ 開示請求の手続（本人確認）」を参照すること。 
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２－２－３ 訂正請求の手続（訂正請求書の補正） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９１条第３項 

３ 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求を

した者（以下この節において「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、

その補正を求めることができる。 

 

１ 訂正請求書の補正 

 開示請求の場合と同様に、訂正請求書に形式上の不備があると認める場合には、訂正請

求書の補正を求めることができる。 

補正手続の詳細は、「１－２－３ 開示請求の手続（開示請求書の補正）」を参照するこ

と。 

なお、形式上の不備とは、個人情報保護法第９１条第１項の記載事項が記載されていな

い場合や本人確認書類が提示又は提出されていない場合等が該当する。訂正請求に係る保

有個人情報が個人情報保護法第９０条第１項各号に該当しない場合（保有個人情報の開示

を受けていない場合）及び同条第３項の期間を経過した後に訂正請求がなされた場合は、

形式上の不備には該当しない。 
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２－３ 訂正・不訂正の審査 
法令等の規定 

個人情報保護法第９２条 

行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認

めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当

該保有個人情報の訂正をしなければならない。 

 

１ 訂正・不訂正の審査 

 訂正請求に係る保有個人情報について、訂正請求に理由があるかどうかを審査し、次の

とおり、「保有個人情報の訂正をする」（個人情報保護法第９３条第１項）か「保有個人情

報の訂正をしない」（同条第２項）かの決定を行う。 

なお、当該決定は、情報公開・個人情報保護審査会の答申や個人情報保護に関する訴訟

の判決等を参考にしつつ、個別具体的に慎重に行う。 

 

２ 訂正請求に理由があると認められない場合 

 ① 実施機関による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であることが判明し、訂正

請求に理由があると認められない場合には、不訂正の決定を行う。 

 

② 実施機関による調査の結果、請求時に行政文書等に記録されていた保有個人情報の

内容が事実と異なっていたものの、訂正請求の内容も事実と異なることが判明した場

合には、不訂正の決定を行った上で、必要に応じて職権で訂正を行う。 

この場合には、一般的には、訂正請求者に対して示す不訂正理由の中で、実際の事実

関係について記載するとともに、職権で訂正する旨も併せて記載するようにする。 

 

③ 実施機関による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であるか否か判明せず、訂

正請求に理由があるかどうか明らかでない場合には、訂正決定を行うことができず、

不訂正の決定を行う。 

ただし、実施機関において、当該保有個人情報を行政処分その他行政行為のための基

礎資料として利用することがあり得るような場合には、当該保有個人情報の利用に当

たり、その事実関係が明らかでない旨が分かるように、その旨をメモとして残すなど記

録しておくことが適当である。 

 

３ 訂正請求に理由があると認められる場合における訂正・不訂正の判断 

実施機関による調査の結果、保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、訂正請

求に理由があると認められる場合（訂正請求に係る請求内容の一部について理由がある

と認められる場合を含む。）には、当該保有個人情報の利用目的に照らして、「訂正する」

又は「訂正しない」のいずれかを判断し、決定を個別に行う。 

なお、「当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内」を超える

こととなる例として、例えば過去の一定時点における住所を記録しておくことが利用目
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的である場合、その後の転居の結果、住所が変更され、現在の住所と相違している場合で

あっても、過去の住所を訂正することは、当該保有個人情報の利用目的の達成に必要な

範囲を超えることになる。 

 

４ 総括 

 ２～３を整理すると、下表「訂正請求に係る判断」のとおりとなる。 

 

訂正請求に係る判断 

審査の結果 

利用目的の達成に必

要な範囲内の請求内

容かどうか 

決定内容 備考 

訂正請求に理由があると認

められない場合 
－ 不訂正 － 

事実関係が不明確である場

合 
－ 不訂正 

事実関係が不明

確な旨を注記 

訂正請求に

理由がある

と認められ

る場合 

a 請求内容の

全部 

全部範囲内 訂正 － 

一部範囲内 

訂正（利用目

的の達成

に必要な

範囲内） 

一部訂正決定通

知書には、不訂正

とした部分とそ

の理由を記載す

る。 

全部範囲外 不訂正 － 

b 請求内容の

一部 

※訂正請求に理由が

あると判断した部分

について、ａと同様

の判断を行う。 

－ － 

 

（注）請求時に行政文書等に記録されていた保有個人情報の内容が事実と異なっていたが、

訂正請求の内容も事実と異なることが判明した場合には、不訂正決定をした上で、必

要に応じて職権で訂正を行う。 
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２－４－１ 訂正請求に対する措置（訂正決定・一部訂正決定） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９３条第１項 

１ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決

定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 

１ 訂正決定通知書又は一部訂正決定通知書について 

訂正請求に係る保有個人情報の内容の全部又は一部を訂正することを決定したときは、

速やかに、訂正請求者に対して、その旨を書面により通知する。なお、通知書の様式は細

則に規定されている次の様式を用いて行う。 

 

① 訂正請求に係る保有個人情報の全部を訂正するとき 

⇒「保有個人情報訂正決定通知書」（細則様式第１４号） 

② 訂正請求に係る保有個人情報の一部を訂正するとき 

⇒「保有個人情報一部訂正決定通知書」（細則様式第１５号） 

 

２ 不訂正とした部分及び不訂正理由について（一部訂正決定のみ） 

 訂正請求に基づき、当該請求内容の一部について訂正することを決定した場合は、不訂

正とした箇所を記載するとともに、当該部分を不訂正とした理由も記載する。 
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２－４－２ 訂正請求に対する措置（不訂正決定） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９３条第２項 

２ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の

決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 

１ 不訂正決定通知書について 

 訂正請求に理由があるとは認められない、又は訂正を実施することが利用目的の達成に

必要な範囲を超えるとして、訂正しないことを決定したときは、速やかに訂正請求者に対

して、その旨を書面により通知する。なお、通知書の様式は細則に規定されている、「保有

個人情報不訂正決定通知書」（細則様式第１６号）を用いて行う。 

 

２ 不訂正理由の記載について 

 訂正請求に係る保有個人情報について訂正しないこととした場合の理由の提示は、実施

機関における当該処分の公正・公平の確保という観点に加え、当該決定を受けた訂正請求

者が、当該決定を不服として審査請求又は訴訟の提起により救済を求めたり、あるいは訂

正請求の内容を変更して再度訂正請求を行うなどの対応を採る場合に、その便宜を図るも

のでもあることから、該当する不訂正理由は全て提示する。 

 

３ 不訂正理由の記載方法 

 不訂正理由は、訂正請求者が明確に認識することができるよう、可能な限り具体的に記

載する必要がある。 

 

(1) 訂正請求に理由があると認められない場合 

実施機関として事実を確認するための調査内容及び結果、その結果判明した事実等

について記載する。なお、保有個人情報の内容及び訂正請求の内容のいずれも事実と異

なることが判明し、職権で訂正を行う場合は、その旨を記載する。 

 

(2) 訂正の実施が利用目的の達成に必要な範囲を超える場合 

訂正請求に理由があると認められるにもかかわらず、当該保有個人情報の利用目的

の達成という観点からみて、当該保有個人情報を訂正する必要がないと判断する具体

的な理由について記載する。 

 

(3) 訂正請求書に形式上の不備がある場合 

形式的要件（必要的記載事項の記載、保有個人情報の特定等）として求められる要件

のうち、満たしていない要件について明確に記載する。 

 

(4) 訂正請求に係る保有個人情報が個人情報保護法第９０条第１項各号に該当しない場

合又は同条第３項の期間を徒過した後に訂正請求がなされた場合 
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個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示を受けていない旨、又は開示を受けた

日から９０日を過ぎている旨をそれぞれ記載する。 
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３ 保有個人情報利用停止請求 

３－１ 利用停止請求権 
法令等の規定 

個人情報保護法第９８条 

１ 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料す

るときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の

長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人

情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下この節において「利用停止」という。）

に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

⑴ 第６２条第２項の規定に違反して保有されているとき、第６３条の規定に違反し

て取り扱われているとき、第６４条の規定に違反して取得されたものであるとき、

又は第６９条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個

人情報の利用の停止又は消去 

⑵ 第６９条第１項及び第２項又は第７１条第１項の規定に違反して提供されている

とき 当該保有個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求（以下この節及び第１

２７条において「利用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければなら

ない。 

 

１ 利用停止請求の主体 

 何人も、自己を本人とする一定の保有個人情報が、利用目的の達成に必要な範囲を超え

て保有されているとき、違法若しくは不当な行為を助長し、若しくは誘発するおそれがあ

る方法により利用されているとき、偽りその他不正の手段により取得されているとき又は

所定の事由に該当しないにもかかわらず利用目的以外の目的のために利用され、若しくは

提供されていると思料するときは、当該保有個人情報の①利用の停止、②消去又は③提供

の停止（以下①から③までを合わせて「利用停止」という。）の請求を行うことができる（個

人情報保護法第９８条第１項）。 

また、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は任意代理人による請求も認めら

れている（個人情報保護法第９８条第２項）。 

 

２ 利用停止請求の対象となる保有個人情報 

 利用停止請求の対象となる情報は、個人情報保護法の規定による開示決定に基づき開示

を受けた保有個人情報又は個人情報保護法の規定による開示決定に係る保有個人情報であ

って他の法令の規定により開示を受けたものである。 

 ただし、番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特定個人情報に

ついては利用停止請求ができない（番号法第３１条）。 
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３ 利用停止請求の期限 

 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内にしなければならない

（個人情報保護法第９８条第３項）。 
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３－２－１ 利用停止請求の手続（利用停止請求書の記載事項） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９９条第１項 

１ 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面（第３項において「利用停止請求

書」という。）を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

⑴ 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

⑵ 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特

定するに足りる事項 

⑶ 利用停止請求の趣旨及び理由 

 

個人情報保護法施行条例第１２条 

 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、市長が定める事項

を記載することができる。 

 

１ 利用停止請求書の記載事項 

 利用停止請求者は、次の事項を利用停止請求書に記載しなければならない。 

 

① 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所（法第９９条第１項第１号） 

※郵便番号及び電話番号（施行条例第１２条）は必須事項ではありません。 

② 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項（法第９９条第１項第２号） 

③ 利用停止請求の趣旨及び理由（法第９９条第１項第３号） 

④ 利用停止請求をする者が法定代理人又は本人の委任による代理人の場合には、本人

の氏名、本人の住所又は居所及び本人との関係（施行条例第１２条） 

 

３ 利用停止請求書の内容確認 

 利用停止請求書の主な内容確認事項は、次のとおりである。 

 

(1) 個人情報保護法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は個人

情報保護法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令の規定によ

り開示を受けたものの訂正請求であるかどうか。 

(2) 保有個人情報の開示を受けた日から９０日以内の訂正請求であるかどうか。 

(3) 保有個人情報の利用停止に関して他の法令の規定に基づく特別の手続がないかどう

か。 

(4) 訂正請求を求める保有個人情報の特定が十分であるかどうか。 

(1)～(4)は、訂正請求と同様に確認する。 

詳しくは、「２－２－１ 訂正請求の手続（訂正請求書）」を参照すること。 

(5) 個人情報保護法第９８条第１項各号に該当するかの確認 

利用停止請求者が利用停止を求める保有個人情報が、個人情報保護法第９８第１項
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各号に掲げる以下の①から⑤までのいずれかに該当することを理由として利用停止請

求が行われているか否かについて、利用停止請求書に記載されている「利用停止請求の

趣旨及び理由」を基に確認する。 

 

① 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている 

② 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用され

ている 

③ 偽りその他不正の手段により取得されている 

④ 所定の事由に該当しないにもかかわらず、利用目的以外の目的に利用又は提供

されている 

⑤ 所定の事由に該当しないにもかかわらず本人の同意なく外国にある第三者に対

して提供されている 

 

なお、特定個人情報（※）については、 

① 利用目的の達成に必要な範囲を超えて保有されている。 

② 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により利用され

ている。 

③ 偽りその他不正の手段により取得されている。 

④ 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意が

あり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当しないにもかかわら

ず、利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用されている番号法第２０条の規

定に違反して収集され、若しくは保管されている、又は第２９条の規定に違反し

て作成された特定個人情報ファイルに記録されている。 

⑤ 番号法第１９条の規定に違反して提供されている。 

ときは、利用停止請求をすることができる（番号法第３０条）。 

 

※ 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する記録に記録された特定個人情報に

ついては、利用停止請求の対象外とされている（番号法第３１条）。 

 

(6) 利用停止請求の趣旨及び理由が明確であるかどうか。 

①  利用停止請求の趣旨の記載については、「○○の利用を停止せよ。」、「○○を消去

せよ。」などのように、開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分について、どの

ような内容の措置（利用の停止、消去又は提供の停止）を求めるのかが明確となっ

ているか確認する。 

特に、開示を受けた保有個人情報の一部について利用停止を求める場合や部分ご

とに異なる措置を求める場合には、注意する必要がある。 

②  当該保有個人情報が、実施機関により適法に取得されたものでなく、かつ、個人

情報保護法が定める例外事由に該当する場合以外に利用目的以外の提供が行われて

いることを理由として保有個人情報の消去（個人情報保護法第９８条第１項第１号）

及び提供の停止（同項第２号）を同時に求めることも可能である。 
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③  例えば、個人情報保護法が定める例外事由に該当する場合以外に利用目的以外の

提供が行われていることのみを理由とする場合には、保有個人情報の提供の停止を

求めることができる（個人情報保護法第９８条第１項第２号）が、保有個人情報の

消去を求めることはできない。そのような請求があった場合には、利用停止請求者

に対して補正を求める必要がある。 

④  また、当該提供を受けた提供先に対して保有個人情報又は保有個人データが適法

に取得されたものではないことを理由として当該保有個人情報又は保有個人データ

の消去及び利用の停止を求めることが可能であると考えられる場合には、その旨を

教示する。 

⑤  利用停止請求の理由の記載については、当該請求を受けた実施機関が事実関係を

確認するために必要な調査を行うことができる程度の事実が明確かつ具体的に記載

されていることが必要である。 
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３－２－２ 利用停止請求の手続（本人確認） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９９条第２項 

２ 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用

停止請求に係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による利用停止請

求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること）を示す

書類を提示し、又は提出しなければならない。 

 

１ 本人確認方法 

 開示請求及び訂正請求の場合と同様に、利用停止請求に係る保有個人情報の本人又はそ

の法定代理人若しくは任意代理人であること及び代理にとしての資格を有することを確認

する。 

本人確認方法の詳細は、「１－２－２ 開示請求の手続（本人確認）」を参照すること。 
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３－２－３ 利用停止請求の手続（訂正請求書の補正） 
法令等の規定 

個人情報保護法第９９条第３項 

３ 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停

止請求をした者（以下この節において「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期

間を定めて、その補正を求めることができる。 

 

１ 利用停止請求書の補正 

 開示請求及び訂正請求の場合と同様に、利用停止請求書に形式上の不備があると認める

場合には、利用停止請求書の補正を求めることができる。 

補正手続の詳細は、「１－２－３ 開示請求の手続（開示請求書の補正）」を参照するこ

と。 

なお、形式上の不備とは、個人情報保護法第９９条第１項の記載事項が記載されていな

い場合や本人確認書類が提示又は提出されていない場合等が該当する。利用停止請求に係

る保有個人情報が個人情報保護法第９０条第１項各号に該当しない場合（保有個人情報の

開示を受けていない場合）及び個人情報保護法第９８条第３項の期間を経過した後に訂正

請求がなされた場合は、形式上の不備には該当しない。 
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３－３ 利用停止・不利用停止の審査 
法令等の規定 

個人情報保護法第１００条 

行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由が

あると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正

な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用

停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、

当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な

遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

 

１ 利用停止・不利用停止の審査 

 利用停止請求に係る保有個人情報について、利用停止請求に理由があるかどうかを審査

し、次のとおり、「保有個人情報の利用停止をする」（個人情報保護法第１０１条第１項）

か「保有個人情報の訂正をしない」（同条第２項）かの決定を行う。 

なお、当該決定は、情報公開・個人情報保護審査会の答申や個人情報保護に関する訴訟

の判決等を参考にしつつ、個別具体的に慎重に行う。 

 

２ 利用停止請求に理由があると認められない場合 

 ① 実施機関による調査の結果、個人情報保護法第９８条第１項各号に規定する事由に

該当しないことが判明し、利用停止請求に理由があると認められない場合には、保有

個人情報の利用停止をしない決定（以下「不利用停止決定」という。）を行う。 

 

② 実施機関による調査の結果、当該保有個人情報が、個人情報保護法第９８条第１項

各号に規定する事由に該当するかどうか判明せず、利用停止請求に理由があるかどう

か明らかでない場合には、利用停止決定を行うことはできず、不利用停止決定を行う

こととなる。 

 

３ 利用停止請求に理由があると認められる場合 

実施機関による調査の結果、個人情報保護法第９８条第１項各号に規定する事由に該当

することが判明し、利用停止請求に理由があると認められる場合（利用停止請求に係る請

求内容の一部について理由があると認める場合を含む。）には、当該実施機関における個人

情報の適正な取扱いを確保するために必要か否かの判断を行った上で、「利用停止する」又

は「利用停止しない」のいずれかの決定を行う。 

なお、利用停止請求に理由があると認められる場合であっても、利用停止により事務の

遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる場合には、利用停止を行わないこと

とする（個人情報保護法第１００条ただし書）。 
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３－４－１ 利用停止請求に対する措置（利用停止決定・一部利用停止決定） 
法令等の規定 

個人情報保護法第１００条第１項 

１ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、そ

の旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならな

い。 

 

１ 利用停止決定通知書又は一部利用停止決定通知書について 

利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部を利用停止することを決定したときは、

速やかに、利用停止請求者に対して、その旨を書面により通知する。なお、通知書の様式

は細則に規定されている次の様式を用いて行う。 

 

① 利用停止請求に係る保有個人情報の全部を利用停止するとき 

⇒「保有個人情報利用停止決定通知書」（細則様式第２１号） 

② 利用停止請求に係る保有個人情報の一部を利用停止するとき 

⇒「保有個人情報一部利用停止決定通知書」（細則様式第２２号） 

 

２ 利用停止しないとした部分及び利用停止しない理由について（一部訂正決定のみ） 

 利用停止請求に基づき、当該請求内容の一部について利用停止を実施することを決定し

た場合には、どの部分を利用停止しないとしたか記載するとともに、当該部分を利用停止

しないとした理由について記載する。 
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３－４－２ 利用停止請求に対する措置（不利用停止決定） 
法令等の規定 

個人情報保護法第１００条第２項 

２ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、

その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければなら

ない。 

 

１ 不利用停止決定通知書について 

 利用停止請求に理由があるとは認められない又は個人情報保護法第１００条ただし書に

該当するとして利用停止しないことを決定したときは、速やかに利用停止請求者に対して、

その旨を書面により通知する。なお、通知書の様式は細則に規定されている、「保有個人情

報不利用停止決定通知書」（細則様式第２３号）を用いて行う。 

 

２ 利用停止しない理由の記載について 

 利用停止請求に対して利用停止しないと決定した場合の理由の提示は、該当する利用停

止しない理由を全て提示する。 

これは、実施機関における当該処分の公正・公平の確保という観点に加え、当該決定を

受けた利用停止請求者が、当該決定を不服として審査請求又は訴訟の提起により救済を求

めたり、あるいは利用停止請求の内容を変更して再度利用停止請求を行うなどの対応を採

る場合にその便宜を図るものであるからである。 

 

３ 利用停止しない理由の記載方法 

 利用停止しない理由は、訂正請求と同様に、利用停止請求者が明確に認識することがで

きるよう、可能な限り具体的に記載する必要がある。 

 なお、詳しくは、「２－４－２ 訂正請求に対する措置（不訂正決定）」を参照すること。 

 


